
令 和 ２ 年
６月５日
（金曜日）
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火
・
金
曜
日
発
行
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
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づ
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指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
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出
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厚
政
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
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基
づ
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医
療
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指
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厚
政
課
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生
活
保
護
法
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規
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施
術
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の
指
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厚
政
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
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基
づ
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介
護
機
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の
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定
（
厚
政
課
）
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指
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整
備
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県
収
入
証
紙
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売
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さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）
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年
度
随
時
実
施
二
級
技
能
検
定
試
験
の
実
施
（
労
働
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
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監
理
課
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契
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

原
田
外
科
医
院

山
陽
小
野
田
市
大
字
津
布
田
二
五
〇
六

の
一

令
和
二
、

四
、
一
五

山
口
県
告
示
第
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

あ
ら
き
ク
リ
ニ
ッ
ク

周
南
市
新
宿
通
五
丁
目
一
番
三
七
号

令
和
二
、

三
、
三
一

は
ら
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
陽
小
野
田
市
大
字
津
布
田
二
五
〇
六

の
一

〃

四
、
一
六

イ
ル
カ
薬
局
大
内
店

山
口
市
大
内
中
央
二
丁
目
五
番
一
三
号

〃

五
、
二
〇

し
ら
さ
ぎ
薬
局

岩
国
市
門
前
町
三
丁
目
一
一
番
八
号

〃

〃

一

山
口
県
告
示
第
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施
術
者
の

氏
名

施

術

所

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

有
元

一
樹

ら
く
な
る
整
骨
院
山

口
米
屋
町
院

山
口
市
米
屋
町
三
番
二
三
号

令
和
二
、

四
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

一
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令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

豊
心
会

岩
国
市
周
東
町

用
田
三
四
二
の

六

ケ
ア
ハ
ウ
ス
秀

東
館

岩
国
市
周
東
町

用
田
三
四
二
の

六

介
護
予

防
特
定

施
設
入

居
者
生

活
介
護

令
和
元
、
一
二
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
田
町
大
字
稲
見
字
仮
宿
一
〇
二
一
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林
水

産
振
興
部
農
林
水
産
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
田
町
大
字
稲
見
字
古
森
四
二
七
・
四
三
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
四
四
五
、
四
四
六
、
四
四
八
・
一
〇
一
七
八
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
一
〇
一
八
四
の
二
、
字
仮
宿
一
〇
二
一
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林
水

産
振
興
部
農
林
水
産
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
二
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
中
「
山
口
交
通
安
全
協

会
会
長

田
坂
健

次

」
を
「
山
口
交
通
安
全
協

会
会
長

久
保
田

元
一

」
に
改
め
る
。

公

告

（
一
二
九
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

山

口

市

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
元
年
八
月
十
三
日
ま
で

山
口
市
地
籍
図

山
口
市
地
籍
簿

秋
穂
東
の
一
部

二
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〃

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
元
年
八
月
十
四
日
ま
で

〃〃

宮
野
下
の
一
部

〃

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
元
年
八
月
二
十
日
ま
で

〃〃

阿
東
生
雲
西
分
の
一
部

〃

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
元
年
八
月
二
十
一
日
ま
で

〃〃

小
郡
下
郷
の
一
部

防

府

市

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
元
年
七
月
九
日
ま
で

防
府
市
地
籍
図

防
府
市
地
籍
簿

大
字
奈
美
の
一
部

二

認
証
年
月
日

令
和
二
年
六
月
五
日

（
一
三
〇
）
令
和
二
年
度
随
時
実
施
二
級
技
能
検
定
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
六
月
八
日
以
降
の
令
和
二
年
度
随
時
実
施
二
級
技
能
検
定
試
験

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

技
能
検
定
の
実
施
職
種
及
び
試
験
の
方
法

㈠

実
施
職
種

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
実
施
す
る
。

職

種

試

験

科

目

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

成

形

射
出
成
形

と

び

と
び

鉄

筋

施

工

鉄
筋
組
立
て

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事

㈡

試
験
の
方
法

㈠
に
規
定
す
る
職
種
ご
と
に
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
を
実
施
す
る
。

二

試
験
の
期
日

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日

三

試
験
の
場
所

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
場
所

四

受
検
資
格

受
検
し
よ
う
と
す
る
職
種
に
係
る
随
時
実
施
三
級
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

受
検
申
請
書
の
受
付

随
時
受
け
付
け
る
。

六

受
検
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
旭
通
り
二
丁
目
九
番
一
九
号
山
口
建
設
ビ
ル
三
階
（
郵
便
番
号
七
五
三－

〇
〇
五
一
）

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会

七

提
出
書
類

受
検
申
請
書
及
び
随
時
実
施
三
級
技
能
検
定
の
合
格
証
書
の
写
し

八

受
検
手
数
料

受
検
申
請
書
の
提
出
の
際
に
次
に
掲
げ
る
額
を
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
納
付
す
る
こ
と
。

㈠

学
科
試
験
に
あ
っ
て
は
、
三
千
百
円

㈡

実
技
試
験
に
あ
っ
て
は
、
一
万
八
千
二
百
円

九

問
題
の
通
知

実
技
試
験
の
問
題
は
、
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
あ
ら
か
じ
め
受
検
申
請
者
宛
て
通
知
す

る
。

十

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
日
等
に
つ
い
て
は
、
試
験
当
日
に
通
知
す
る
。

㈡

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
検
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
受
検
票
を
提
示
し
て
そ
の

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

十
一

そ
の
他

㈠

受
検
申
請
書
の
請
求
は
、
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
随
時
実
施
二
級
技
能
検
定
試
験
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ

た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
す
る
こ
と
。

㈡

随
時
実
施
二
級
技
能
検
定
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話

〇
八
三－
九
二
二－

八
六
四
六
）
に
す
る
こ
と
。

二
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（
一
三
一
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
生
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

二

作
業
の
地
域

平
生
町

三

作
業
の
期
間

令
和
二
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
六
月
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
装
置

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
四
月
二
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

日
通
商
事
株
式
会
社

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
一
四
番
二
二
号

六

落
札
金
額

三
千
六
百
九
万
千
四
百
四
十
円

七

入
札
公
告
日

令
和
二
年
三
月
十
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

令
和
二
年
六
月
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
六
月
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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